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研究成果の概要（和文）： 本研究の目的は、生存権の「自由権的側面」が持つ意義を解明したうえで、その合
憲性審査の在り方を解明することにある。研究計画遂行により、①ドイツ連邦憲法裁判所の近年の税法・社会法
判例と従来の判例との異同を明らかにしたうえで、学説を手掛かりとして、立法手続に着目した統制手法の導入
可能性を示唆し、②日本における生活保護引き下げ訴訟に着目して、日本の裁判実務における生存権保障のあり
方を明らかにし、それらを踏まえたうえで③最低生活にかかる事案について、生存権の自由権的側面の視点か
ら、審査枠組みや審査の厳格度に対応した類型化を行った。

研究成果の概要（英文）： The purpose of this study is to elucidate the method of constitutional 
review from the "liberal aspect" of the right to life.
In order to achieve this purpose, I (1) clarified the differences between the recent tax and social 
law precedents of the German Federal Constitutional Court and conventional precedents, and suggested
 the possibility of introducing a procedural legislative control method, (2) clarified how the right
 to life is guaranteed in Japanese courts, focusing on "Inochino toride lawsuits," and (3) typified 
lawsuits concerning the right to life from the "liberty aspect" of the right to life. (3) typified 
lawsuits from the "liberty aspect" of the right to life.

研究分野： 憲法
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研究成果の学術的意義や社会的意義
生存権の自由権的側面から、審査枠組みや審査の厳格度に対応した生存権訴訟の整理・類型化を行ったことによ
り、従来は立法者の広範な裁量を理由として裁判所による実効的救済がなされなかった税・社会保障法領域にお
ける諸問題について、憲法25条の観点から審査の厳格度を高められる可能性を示唆することができた。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。
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１．研究開始当初の背景 
人口が減少し、経済規模の下降する現代日本は、縮小化社会と位置付けられる。そこでは、

社会保障制度だけでなく、これまでナショナル・ミニマムとして位置付けられてきた公共事
業、都市施設の設備及びサービス提供の縮減が生じることにより、従来通りの生活を維持す
ることすら困難となる可能性がある。縮小化社会に歯止めをかけるための法理を形成する
ことは、社会科学の責務であり、憲法学の重大な課題である。そのための可能性として、日
本国憲法 25 条の「健康で文化的な最低限度の生活」を営む権利（生存権）が挙げられる。
上述の社会保障等やそこへのアクセス権はもとより、従来通りの生活を維持する権利や、最
低限度の生活を税負担から防御する権利なども、生存権にかかわる問題として取り組むこ
とが可能である。 他方で、仮に「従来通りの生活を維持する権利」なるものを認めた場合、
その保障が、最低生活を自力で維持する自由への介入へと間接的に繋がる可能性が存在す
る。両者はともに、生存権の「自由権的側面」として捉えられる。しかし、従来の憲法学で
は生存権の「社会権的側面」に焦点が当てられており、「自由権的側面」の検討は深められ
ていなかった。以上が研究開始当初の背景である。 
 
２．研究の目的 
こうした背景の下で、研究代表者は、縮小化社会に対抗するための憲法論の可能性を追求

していくにあたり、生存権保障と租税負担の間の学術的な調整理論を獲得することは必要
不可欠であると考えた。そのための前提として、本研究では、（１）ドイツにおける「法秩
序の憲法化」、すなわち法秩序の一部が憲法により形成・具体化されるという、憲法が法律
に及ぼす影響を踏まえたうえで、（２）今日の日本において、生存権の「社会権的側面」と
「自由権的側面」という二つの側面が存在する意義を解明し、（３）さらに生存権領域にお
ける憲法適合性審査のあり方を明らかにすることを目的とした。具体的には、以下の通りで
ある。 
第一の目的については、税法・社会法上の最低生活にかかる近年のドイツ連邦憲法裁判所の諸

判例の分析を通じて、そこでの法領域全体に及ぶ憲法による影響を踏まえ、憲法上の最低生活の
あり方を解明することとした。 
第二の目的については、生存権の「自由権的側面」に関する日本の学説を詳細に再検討する。

そのうえで、自由権的側面であるとされる判例について、一方では戦後の食糧管理法事件（最大
判昭和 23 年 9 月 29 日刑集 2 巻 10 号 1235 頁）を再構成し、他方では近年の生活保護費用返還
事件（東京地裁平成 29 年 2 月 1 日賃社 1680 号 33 頁）をいかに位置付けるべきかを検討する
こととした。 
第三の目的については、近年日本全国で訴訟が提起されている生活保護引き下げ訴訟（「いの

ちのとりで」訴訟）に焦点を当てて、「憲法 25 条」の生存権の社会権的側面の具体化である生活
保護法という「法律」により、委任を受けた厚生労働大臣の「行政裁量」を、いかにして統制す
べきかを明らかにすることとした。 
 
３．研究の方法 
そのための方法として、本研究では、ドイツ法との比較法を行った。これまでドイツでは、

税法・社会法上の諸規定と憲法上の最低生活保障に関する注目すべき判決が多数下されて
きており、またそれに呼応する形で、学説上の議論も活発に交わされてきたためである。さ
らに本研究では、ドイツとの比較法研究から得られた知見を踏まえたうえで、日本の生存権
に関する訴訟類型を、これまで光が当てられてこなかった生存権の「自由権的側面」から再
考することを試みた。 
 
 
４．研究成果 
本研究により、従来の日本の憲法学説上では議論がなされていなかった生存権訴訟の類

型それ自体について、生存権の「自由権的側面」を取り入れたかたちで、再構成することが
可能となった。具体的には、下記の通りである。 
まず、第一の目的については、ドイツにおける「最低生活保障」ないし「生存権保障」と

いうキーワードの下で、ドイツの税法・社会法とドイツ基本法との関連を、ドイツ連邦憲法
裁判所の判例を通じて考察した。具体的には、税法領域については、2019 年の最初期職業
教育訓練費（Erstausbildungskosten）決定（BVerfGE 152,274）を素材とし、社会法領域
については、2019 年ハルツⅣ制裁判決（BVerfGE 152, 68）を素材として、最低生活にか
かる今日における問題とその審査手法を検討した。その結果、両者の判例はともに従来の審
査枠組みとは異なる部分が散見され、これらは「例外的」な判例であると位置づけるべきで
あるという結論に至った。ただし、そうした「例外的」な判例においても、その審査の際に
は、税法と社会法という法律の間にだけでなく、それらの法律と憲法との「整合性」ないし



「一貫性」が要求されていることも判明した。こうした観点は、日本の裁判実務にとっても
有益であると思われる。 
次に、第二の目的については、法学協会編『註解日本国憲法（上）』（有斐閣・1953 年）488

頁をはじめとして、日本の生存権にかかる学説を再検討した。そこでは、生存権の自由権的側面
に関する議論自体は僅少であるものの、判例の蓄積した今日においては、応用可能性を有する部
分を多く発見することができた。そのうえで、食糧管理法事件については、これは自由権的側面・
社会権的側面という分類以前の問題、すなわち最低限度の「自由な生存」の問題であると構成す
ることができた。また、生活保護費用返還事件については、やはり生存権の自由権的側面の問題
であると捉えることが可能であると結論付けた。 
第二の目的と関連して、第三の目的については、全国で多数の地裁判決が下されつつある

中で、それらの全てを分析しつつ、主に勝訴判決である熊本地判令和 4 年 5 月 25 日賃社
1811・1812 合併号 91 頁および東京地判令和 6 月 24 日賃社 1813 号 24 頁に焦点を当てて
検討を行った。その結果、生活保護基準の引き下げに際しては、専門的知見との整合性が要
請されており、これにより、行政裁量に枠付けがなされていることが明らかとなった。この
要請は、憲法 25 条によるものであると考えられる。 
以上の３つの検討の結果を踏まえて、生存権にかかる諸判例をいかに類型化しうるかに

ついても検討を行った。その結果、生存権に関する訴訟は、「最低限度の生活」ラインを基
軸として、①給付の次元②防御の次元③給付＋防御の次元という、新たな３つの類型化が可
能であるということが判明した。さらに、生存権領域において広範な立法・行政裁量が認め
られる所以は堀木訴訟最判にあるところ、本研究の示した新たな類型化を用いることによ
って、具体的な審査の中で、同判決の射程が及ぶ範囲を限定し、国家の広範な裁量論を、憲
法上の観点から狭めうる可能を示唆することができた。 
このように、本研究が提示した新たな類型化を基礎とすることで、生存権領域における

様々な訴訟について、違憲審査の枠組みや審査の厳格度と事案をより対応させた議論が可
能となる。またこれにより、従来の枠組みでは検討の対象と為し得なかった諸判例をも含め
た検討を行うことが可能となるため、憲法 25 条にかかる憲法学の議論を更に深める契機と
もなり得ると思われる。 
 以上のことから、本研究はその目的を達成するために十分な成果を得られたといえる。 
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